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※	

送
迎
内
容
に
よ
り
利
用
回
数
に
制
限
が
あ
り

ま
す
︒

[

登
録
対
象]　

市
内
に
居
住
し
︑
次
の
①
か
ら
⑤

の
ど
れ
か
に
あ
て
は
ま
り
︑
⑥
か
ら
⑨
の
す
べ
て

に
あ
て
は
ま
る
方

①	

介
護
保
険
要
介
護
認
定
者
で
要
介
護
３
以
上

の
方

②	

18
歳
以
上
の
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の

方
で
︑
１
級
１
種
～
４
級
１
種
に
該
当
す
る
方

③	

18
歳
以
上
で
療
育
手
帳
を
お
持
ち
の
方

④	

18
歳
以
上
で
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を

お
持
ち
の
方

⑤	

①
ま
た
は
②
と
同
様
の
状
態
と
市
が
確
認
で
き
る
方

⑥	

今
年
度
﹁
福
祉
タ
ク
シ
ー
券(

バ
ス
カ
ー
ド)

﹂

の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方

⑦	

本
人
の
市
民
税
が
非
課
税
の
方

⑧	

自
動
車
運
転
免
許
証
を
お
持
ち
で
な
い
方

※	

運
転
免
許
証
が
あ
っ
て
も
特
別
な
理
由
に
よ

り
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
場
合

な
ど
は
︑
対
象
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒

⑨	

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
施
設
に
入
所

中
（
ま
た
は
病
院
に
入
院
中
）
で
な
い
方

[

申
請
方
法]		

生
活
支
援
課(

春
日
庁
舎
内)

︑
市

役
所
市
民
課
︑
各
支
所
に
あ
る
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
︑
提
出
し
て
く
だ
さ
い
︒

問
生
活
支
援
課
（
春
日
庁
舎
内
）　

☎
74
‐
０
２
２
２

＊高齢者・障害者福祉＊ 高
齢
者
・
障
害
者
の
外
出
を
支
援
し
ま
す

[

対
象]

市
内
に
住
民
票
が
あ
り
︑
居
住
さ
れ
て
い
る
70

歳
以
上
の
方
で
︑
次
の
①
か
ら
④
の
す
べ
て
に

あ
て
は
ま
る
方

①
自
動
車
運
転
免
許
証
を
お
持
ち
で
な
い
方

②
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
施
設
に
入
所

中
（
ま
た
は
病
院
に
入
院
中
）
で
な
い
方

③
（ア)
・
（イ)
の
ど
ち
ら
か
に
あ
て
は
ま
る
方

（ア)
市
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
さ
れ
る
方

（イ)
市
民
税
課
税
世
帯
に
属
す
る
が
︑
対
象
者
本

人
が
市
民
税
非
課
税
で
あ
っ
て
課
税
年
金
収
入

額
と
所
得
金
額
の
合
計
が
80
万
円
以
下
の
方

④
お
で
か
け
サ
ポ
ー
ト
事
業
（
福
祉
送
迎
サ
ー

ビ
ス
事
業
）
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
方

[

助
成
内
容]

①
タ
ク
シ
ー
券
か
バ
ス
カ
ー
ド
の
ど
ち
ら
か
を

選
択
し
て
く
だ
さ
い
︒

②
（Ａ)
・
（Ｂ)
の
対
象
者
の
方
で
助
成
額
が
違
い
ま
す
︒

（Ａ)
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
・
要
支
援
認
定
の
あ
る
方

　

タ
ク
シ
ー
券
1
枚
６
２
０
円
を
年
間
24
枚
︑
あ

る
い
は
バ
ス
カ
ー
ド
を
年
額
１
６
︐
３
６
０
円

高
齢
者
外
出
支
援
事
業

～
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
︑
バ
ス
カ
ー
ド
を

交
付
し
ま
す
～

（Ｂ)
介
護
保
険
の
認
定
の
な
い
方

　

タ
ク
シ
ー
券
1
枚
３
０
０
円
を
年
間
24
枚
︑
あ

る
い
は
バ
ス
カ
ー
ド
を
年
額
７
︐
９
２
０
円

[

申
請
方
法]

介
護
保
険
課
（
春
日
庁
舎
内
）︑
市
役
所
市
民
課
︑

各
支
所
に
あ
る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
︑
提
出
し
て
く
だ
さ
い
︒
申
請
は
︑
４
月
か
ら

翌
年
３
月
ま
で
の
期
間
受
け
付
け
て
い
ま
す
︒
こ

の
期
間
に
１
回
限
り
の
交
付
と
な
り
ま
す
︒

問
介
護
保
険
課
（
春
日
庁
舎
内
）

☎
74
‐
０
３
６
８

お
で
か
け
サ
ポ
ー
ト
事
業

（
丹
波
市
福
祉
送
迎
サ
ー
ビ
ス
事
業
）

市
が
登
録
を
認
め
た
方
が
利
用
で
き
る
福
祉
車
両

な
ど
を
使
っ
た
外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス
で
す
︒
福
祉

タ
ク
シ
ー
券(

バ
ス
カ
ー
ド)

と
の
併
用
は
で
き

ま
せ
ん
︒

[

送
迎
範
囲]　

市
内

[

送
迎
内
容]　

医
療
機
関
へ
の
通
院
︑
買
物
な
ど

生
活
に
必
要
な
外
出

[

運
行
日
時]		

土･
日
︑
祝
日
︑
年
末
年
始
を
除

く	

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時

※	

予
約
の
状
況
次
第
で
は
利
用
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
︒	

■保険料率

平成24・25年度 平成22・23年度

均 等 割 額
（ 一 人 あ た り ） ４６，００３円 ４３，９２４円

所 得 割 率
（ 所 得 に 対 し て ） ９．１４％ ８．２３％

均等割額

４６，００３円 (総所得金額等－基礎控除額33万円 )×所得割率９．１４％
＋＝

平成24・25年度 平成22・23年度

４６，００３円

９．１４％

■所得の低い方の保険料額の軽減について

次の方は、平成 23 年中の所得に応じて平成 24 年度の保険料額が軽減されます。軽減割合は、平成 23
年度と同じ割合です。

①均等割額
被保険者と世帯主の総所得金額等が次の基準以下の世帯 軽減割合と軽減後の保険料

基礎控除額
（33万円）

被保険者全員の各所得が０円（年金所得は控除
額を80万円として計算） ９割　保険料4,600円 /年

上記以外 ８．５割　保険料6,900円 /年

基礎控除額（33万円）＋（24.5 万円×　　　　　　　　　　　）　		５割　保険料23,001円 /年

基礎控除額（33万円）＋ 35万円×被保険者の数 ２割　保険料36,802円 /年

②所得割額
所得割額算定にかかる所得（総所得金額等－基礎控除額 33万円）が 58万円（年金収入のみの場
合は211万円）以下の方は所得割額が５割軽減されます。

③後期高齢者医療制度加入前に会社の健康保険等の被扶養者だった方
制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、当分の間、所得割
額はかからず、均等割額が 5割軽減されます。さらに、特例として、平成 24 年度は均等割額が９割
軽減され、年額 4,600 円となります。なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は
対象になりません。

問	国保・医療課（氷上保健センター内）						☎８２‐６６９０
問	兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局　☎０７８‐３２６‐２０２１

個人ごとの保険料額や納付方法については、
７月中旬に送付する保険料額決定通知書で

お知らせします。

保険料（年額）
（上限55万円）

所　得　割　額

後期高齢者医療制度 

平成24・25年度の  

保険料率が決定！

■兵庫県の平成24・25年度の保険料の計算方法

被保険者である世帯主を
除く被保険者数
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